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福島県が抱える精神科の諸課題

はじめに
　精神科が抱える諸課題は多様な広がりを見
せています。₄半世紀前までの頃は、「統合
失調症」や「（躁）うつ病」などの内因性精
神障害及び外因性精神障害が大きなウェイト
を占めていました。近年では、「認知症とそ
の処遇」等はそれだけで大きな課題ですし、
また「適応障害」、「パニック障害」といった
ストレスと強い関連性のある疾患が増加の一
途をたどり、学校をめぐる子供たちの諸問題、

「アスペルガー症候群」あるいは「自閉スペ
クトラム症（ＡＳＤ）」、「注意欠如多動性障
害（ＡＤＨＤ）」などの子供と大人の「発達
障害」、またアルコールや精神作用物質にと
どまらないゲームやネット依存等の様々な

「依存症」の増加などが社会問題化しつつあ
ります。また、精神科病院の「機能」の再評
価も遡上にあがってきていますし、精神障害
者をいかに「地域でささえるか」が問われつ
つあります。

医政局地域医療計画課に新設された「精神科
医療等対策室」について
　平成27年10月₁日、厚生労働省医政局長伺
い定めで、精神科医療を厚生労働省社会・援
護局から、医政局地域医療計画課に新設され
る「精神科医療等対策室」に移す通知が出さ
れました（表₁、₂）。
　厚労省における「精神・障害保健課」の位
置づけは歴史的に下記のような変遷を経てき
ています。
○昭和27年₉月、厚生省公衆衛生局庶務課
（精神衛生法の施行に関する事務の所掌）
に設置。

○昭和31年₄月、公衆衛生局精神衛生課に移管。
○昭和59年₆月、保健衛生局精神保健課（精

神衛生法の施行その他精神保健の普及及び
向上に関する事務の所掌）に変わる。

○平成₇年₇月に精神保健福祉法が施行され
たのを受け、平成₈年₇月に大臣官房障害
保健福祉部精神保健福祉課（精神保健福祉
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法の施行その他精神保健の普及及び向上並
びに精神障害者の福祉の増進、障害者の保
健の向上に関する事務の所掌）に移る。

○その後、省庁再編に伴い厚生労働省社会援
護局の下に部をおくことになり、平成13年
₁月に社会・援護局障害保健福祉部精神保
健福祉課に移行。

○その後障害者自立支援法が施行され、この
ことにより平成18年₄月、社会・援護局障
害保健福祉部精神・障害保健課（障害者の
保健の向上、国民の精神健康の増進に関す
る事項等の所掌）に所管が移る。

　この中央官庁の所管変えによって、多くの
都道府県の所管も健康局から福祉局の障害福
祉担当へと移ることになりました。このため
変動障害治療（精神障害は症状と障害を併せ
持つ疾患）である精神医療が、固定障害の意
味合いの強い身体障害・知的障害の施策の中
に取り込まれた格好になり、現場が混乱した
状況が続いていました。
　公益社団法人日本精神科病院協会は、長年
関係部局に働きかけていましたが、精神科医
療担当を医療担当の医政局に変更することを
強く要望し、今回の医政局の中に「精神科医
療等対策室」が新設され、精神科医療が移さ
れることになったのです。
　精神科医療の担当部局は医政局となり、障
害については社会・援護局障害保健福祉部精
神・障害保健課が担当することになりました
が、混乱を回避するための措置として、この

「対策室」は表₂のような人員体制で設置す
ることとされています。
　今後、速やかに「対策室」から「課」に移
す要望がなされていかなければなりません
し、各都道府県においても精神医療担当を障
害所管から医務所管に戻す働きかけをしてい
かなければならないでしょう。

厚労省・新たな地域精神保健医療のあり方分
科会論点について
　厚労省で現在行われている「これからの精
神医療福祉のあり方に関する検討会」の下で、
この「分科会」がこれまで様々な議論を続け
てきましたが、「今後議論すべき論点」（案、
以下）について提示され座長一任となり、分
科会は終了しました（平成28年₇月15日）。
₁．精神障害者を地域で支える医療の在り方

について
　○デイケア・訪問看護・アウトリーチ等の

医療機能についてどのように考えるか。
₂．多様な精神疾患等に対応できる医療体制

の在り方について
　○多様な精神疾患・患者像への医療の提供

についてどのように考えるか。
₃．精神病床のさらなる機能分化について
　○精神病床の将来推計及び目標値について

どのように考えるか。
　○「重度かつ慢性」に関する調査結果とそ

の活用についてどのように考えるか。
　精神科病床は地域医療構想の議論から外れ
ていますが、厚労省におけるこの議論が地域
医療構想の「精神科版」と考えて間違いない
ようです。

福島県精神保健医療福祉の充実に向けた有識
者懇談会について（表₃）
　この懇談会は、福島県精神保健福祉協議会
の専門部会として位置づけられ、平成27年12
月に立ち上げられました。所掌は県保健福祉
部障がい福祉課で、福島県立医科大学神経精
神医学講座主任教授の矢部博興先生が会長

（議長）となり、各分野の有識者が集合して
震災以後だけでなく、震災以前からの福島県
の精神保健医療保健福祉の様々な課題につい
て議論が進められているところです。検討さ
れている課題としては次項が挙げられます。
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Ⅰ　医　療
　₁．精神医療の提供体制
　　⑴　精神科救急医療
　　⑵　身体合併症を有する患者への適切な

医療提供
　　⑶　アウトリーチによる医療提供
　　⑷　認知症対策
　　⑸　相双地域の精神医療提供体制
　₂．触法精神障がい者への医療提供体制
　　⑴　医療観察法病棟の整備
　　⑵　指定通院医療機関の整備状況
　₃．子どもの心のケア
　　⑴　児童精神科外来の状況
　　⑵　児童思春期病棟の整備
Ⅱ　保　健
　₁．精神保健医療の相談体制等
　　⑴　各相談機関の現状と役割
　　⑵　精神科救急情報センターの機能

　　⑶　警察官通報等への対応
　　⑷　新たな災害への対応
　₂．自殺対策
　　⑴　自殺対策における課題への対応
　　⑵　アルコール対策
　₃．被災者の心のケア対策
　　⑴　被災者の心のケアの今後のあり方
Ⅲ　福　祉
　₁．精神障がい者の地域生活移行
　　⑴　グループホーム等の確保対策
　　⑵　地域生活を支えるためのケア
　これらの議論は、平成29年₃月末までに終了
し、その後提言書としてまとめられる予定です。
　今後、県医師会メンタルヘルス・精神科医
療委員会としましても、医師会としての立場
をふまえながら情報共有と円滑な病診連携を
推進しつつ、様々な課題に取り組んでいかな
ければならないと考えております。

〈表１〉 〈表２〉
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〈表３〉


